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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダ錠（２２）にメカニカルキー（２５）を挿入するためのメカニカルキー挿入孔
（３７）を有するケーシング（３５）に、シャッター板（３６）が、前記メカニカルキー
挿入孔（３７）を閉じる閉じ位置ならびに前記メカニカルキー挿入孔（３７）を開放する
開き位置間で移動することを可能として収容されるシリンダ錠の保護装置において、前記
シャッター板（３６）を前記閉じ位置に規制する規制状態ならびに前記シャッター板（３
６）の前記開き位置への作動を許容する規制解除状態を切替え可能とした閉じ位置規制手
段（５６）と、その閉じ位置規制手段（５６）の規制状態を解除して規制解除状態とし得
る規制状態解除手段（６５）と、前記シャッター板（３６）を前記開き位置側に付勢する
開き方向付勢手段（６２）と、該開き方向付勢手段（６２）よりも大きな付勢力を前記閉
じ位置側に向けて前記シャッター板（３６）に及ぼすことを可能とした閉じ方向付勢手段
（６３）と、少なくとも前記シャッター板（３６）の前記閉じ位置から前記開き位置への
作動時には前記閉じ方向付勢手段（６３）の機能を停止するとともに前記メカニカルキー
（２５）の所定回動位置での前記メカニカルキー挿入孔（３７）からの引き抜き操作に応
じて前記閉じ方向付勢手段（６３）から前記シャッター板（３６）に付勢力が作用するよ
うにして前記閉じ方向付勢手段（６３）から前記シャッター板（３６）への付勢力伝達を
制御する閉じ位置側付勢力制御手段（９４）とを備えることを特徴とするシリンダ錠の保
護装置。
【請求項２】
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　前記規制状態解除手段（６５）が、マグネットキー（２７）で解錠されるマグネット錠
（６６）を含むとともに、解錠状態での前記マグネットキー（２７）の所定の操作に応じ
て作動して前記閉じ位置規制手段（５６）の規制状態を解除するように構成されることを
特徴とする請求項１に記載のシリンダ錠の保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリンダ錠にメカニカルキーを挿入するためのメカニカルキー挿入孔を有す
るケーシングに、シャッター板が、前記メカニカルキー挿入孔を閉じる閉じ位置ならびに
前記メカニカルキー挿入孔を開放する開き位置間で移動することを可能として収容される
シリンダ錠の保護装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなシリンダ錠の保護装置が、たとえば特許文献１で知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３９１４０４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記特許文献１で開示されたものでは、マグネットキーをマグネット錠に嵌
合して解錠した状態で、マグネットキーを回動操作することによってシャッター板を閉じ
位置から開き位置に移動させるようにしており、シャッター板の開動作は手動操作によっ
ている。そこでシャッター板を自動的に開くため、シャッター板を開き位置側にばね付勢
することも可能であるが、単純にシャッター板を開き位置側にばね付勢するだけでは、シ
ャッター板を閉じ位置側に動かすのは手動操作によらねばならず、操作性に優れていると
は言い難い。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、シャッター板が閉じ位置および開
き位置間で自動的に動くようにして操作性を高めたシリンダ錠の保護装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、シリンダ錠にメカニカルキーを挿入するための
メカニカルキー挿入孔を有するケーシングに、シャッター板が、前記メカニカルキー挿入
孔を閉じる閉じ位置ならびに前記メカニカルキー挿入孔を開放する開き位置間で移動する
ことを可能として収容されるシリンダ錠の保護装置において、前記シャッター板を前記閉
じ位置に規制する規制状態ならびに前記シャッター板の前記開き位置への作動を許容する
規制解除状態を切替え可能とした閉じ位置規制手段と、その閉じ位置規制手段の規制状態
を解除して規制解除状態とし得る規制状態解除手段と、前記シャッター板を前記開き位置
側に付勢する開き方向付勢手段と、該開き方向付勢手段よりも大きな付勢力を前記閉じ位
置側に向けて前記シャッター板に及ぼすことを可能とした閉じ方向付勢手段と、該開き方
向付勢手段よりも大きな付勢力で前記シャッター板を前記閉じ位置側に付勢することを可
能とした閉じ方向付勢手段と、少なくとも前記シャッター板の前記閉じ位置から前記開き
位置への作動時には前記閉じ方向付勢手段の機能を停止するとともに前記メカニカルキー
の所定回動位置での前記メカニカルキー挿入孔からの引き抜き操作に応じて前記閉じ方向
付勢手段から前記シャッター板に付勢力が作用するようにして前記閉じ方向付勢手段から
前記シャッター板への付勢力伝達を制御する閉じ位置側付勢力制御手段とを備えることを
第１の特徴とする。
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【０００７】
　また本発明は、第１の特徴の構成に加えて、前記規制状態解除手段が、マグネットキー
で解錠されるマグネット錠を含むとともに、解錠状態での前記マグネットキーの所定の操
作に応じて作動して前記閉じ位置規制手段の規制状態を解除するように構成されることを
第２の特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の第１の特徴によれば、規制状態解除手段が閉じ位置規制手段による規制状態を
解除すると、シャッター板の閉じ位置から開き位置への作動時に閉じ位置側付勢力制御手
段によって閉じ方向付勢手段の機能は停止されているので、シャッター板は、開き方向付
勢手段から加わる付勢力で閉じ位置から開き位置に自動的に作動する。またシャッター板
が開き位置となった状態でメカニカルキー挿入孔からシリンダ錠側に挿入したメカニカル
キーを所定回動位置でメカニカルキー挿入孔から引き抜くと、閉じ位置側付勢力制御手段
が、前記開き方向付勢手段よりも大きな付勢力を発揮する前記閉じ方向付勢手段からシャ
ッター板に付勢力を及ぼすことを許容することによって、閉じ方向付勢手段からの付勢力
がシャッター板に及ぶことでシャッター板が閉じ位置に自動的に作動することになり、シ
ャッター板が閉じ位置および開き位置間で自動的に動くようにして操作性を高めることが
できる。
【０００９】
　また本発明の第２の特徴によれば、規制状態解除手段が含むマグネット錠を解錠するマ
グネットキーの解錠状態でのマグネットキーの所定の操作によって、閉じ位置規制手段の
規制状態を解除するので、マグネットキーを用いた簡単な操作で閉じ位置規制手段の規制
状態を解除することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】シリンダ錠および保護装置の斜視図である。
【図２】メカニカルキーおよびマグネットキーの分解斜視図である。
【図３】保護装置の分解斜視図である。
【図４】シャッター板が開き位置にある状態でカバー部材を省略して示す保護装置の正面
図である。
【図５】図４からシャッター板を取り外した状態での正面図である。
【図６】図５から内側カバー板を取り外した状態での正面図である。
【図７】カバー部材とは反対側から見たシャッター板の斜視図である。
【図８】シャッター板が閉じ位置にある状態でケーシングを省略して示す保護装置の正面
図である。
【図９】シャッター板が閉じ位置にある状態でケーシングを省略して示す保護装置の斜視
図である。
【図１０】図８の１０矢視図である。
【図１１】マグネット錠、スライドケースおよび第２規制部材の連結構成を示すための斜
視図である。
【図１２】ケーシングのボディを図６の１２矢視方向から見た側面図である。
【図１３】従動駒およびスライド部材の分解斜視図である。
【図１４】ロック位置でメカニカルキーを挿入した状態での図８に対応した保護装置の正
面図である。
【図１５】メカニカルキーをオフ位置に回動操作した状態での図８に対応した正面図であ
る。
【図１６】ケーシングを省略した状態での図１５の１６矢視図である。
【図１７】メカニカルキーをオン位置に回動操作した状態での図８に対応した正面図であ
る。
【図１８】ロック位置でメカニカルキーを抜き取った状態での図８に対応した正面図であ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図１～図１８を参照しながら説明すると、
先ず図１において、イグニッションスイッチ２１のスイッチング態様の切換ならびにステ
アリングのロック状態およびアンロック状態を切換を可能として、車両たとえば自動二輪
車に用いられるシリンダ錠２２のシリンダボディ２３に保護装置２４が取付けられる。
【００１２】
　図２において、前記シリンダ錠２２を解錠操作するためのメカニカルキー２５は、横断
面形状を長方形として直線状に延びる携帯ケース２６に収容された状態、ならびに図２で
示すように前記携帯ケース２６から突出した状態を切換えることを可能として前記携帯ケ
ース２６の一端部に支持されており、この携帯ケース２６の他端部にマグネットキー２７
が設けられる。
【００１３】
　前記携帯ケース２６の他端部側面には、正方形の凹部２８と、該凹部２８の中央部に配
置される円形突部２９と、前記凹部２８内で前記円形突部２９の周囲に配置される４個の
収容凹部３０とが形成されており、４個の前記収容凹部３０のうち選択された３個の収容
凹部３０にマグネット３１がそれぞれ収容された状態で、前記円形突部２９を嵌合させる
円形孔３２を中央部に有する蓋部材３３を前記凹部２８に嵌合して貼着することで、前記
マグネットキー２７が構成される。しかも前記マグネット３１は、そのＮ極およびＳ極の
いずれか一方を前記収容凹部３０の外端側に臨ませるようにして前記収容凹部３０に収容
される。
【００１４】
　図３～図６を併せて参照して、前記保護装置２４は、前記シリンダボディ２３の一端部
を覆うケーシング３５と、該ケーシング３５内に収容されるシャッター板３６とを備える
。
【００１５】
　前記シリンダ錠２２に前記メカニカルキー２５を挿入するためのメカニカルキー挿入孔
３７を有する前記ケーシング３５は、前記シリンダボディ２３が結合されるボディ３８と
、該ボディ３８を前記シリンダボディ２３とは反対側から覆うようにして前記ボディ３８
に締結されるカバー部材３９と、該カバー部材３９で覆われるようにして前記ボディ３８
に締結される内側カバー板４０とから成る。
【００１６】
　ところで前記シリンダ錠２２に挿入された前記メカニカルキー２５は、図示しないステ
アリングハンドルをロック状態とするロック（ＬＯＣＫ）位置からオフ（ＯＦＦ）位置を
経てオン（ＯＮ）位置に回動することが可能であり、オン位置で前記イグニッションスイ
ッチ２１を導通して図示しないエンジンに点火することができる。また前記メカニカルキ
ー２５は、ロック位置およびオフ位置のいずれの状態でもシリンダ錠２２に対する挿脱操
作が可能である。
【００１７】
　前記カバー部材３９の表面には、前記メカニカルキー挿入孔３７に対応した開口部４２
を有するカバーシート４１が貼着されており、このカバーシート４１には、ＬＯＣＫ、Ｏ
ＦＦおよびＯＮの各位置が前記開口部４２の周囲に配置されるようにして表示される。
【００１８】
　前記ケーシング３５には、前記メカニカルキー挿入孔３７を閉じる閉じ位置ならびに前
記メカニカルキー挿入孔３７を開放する開き位置（図４で示す位置）間で作動することを
可能として前記シャッター板３６が収容されており、このシャッター板３６は前記カバー
部材３９および前記内側カバー板４０間に配置される。
【００１９】
　前記カバー部材３９は、前記ボディ３８の前記シリンダ錠２２とは反対側の一部を嵌合
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させるようにして該ボディ３８を覆うものであり、略長方形の椀状に形成される。このカ
バー部材３９の周縁部の周方向に間隔をあけた複数箇所たとえば３箇所にボス部３９ａが
一体に形成される。一方、前記ボディ３８には、前記ボス部３９ａにそれぞれ当接する複
数個たとえば３個の支持部３８ａが一体に形成されており、前記シリンダ錠２２側から前
記支持部３８ａに挿通されるねじ部材４３が前記ボス部３９ａにねじ込まれることによっ
て前記ボディ３８に前記カバー部材３９が締結される。
【００２０】
　前記内側カバー板４０は、前記シャッター板３６を摺接させるようにして前記ボディ３
８に固定されるものであり、複数箇所で前記ボディ３８に位置決め、係合された前記内側
カバー板４０は、１つのねじ部材４４で前記ボディ３８に締結される。
【００２１】
　前記メカニカルキー挿入孔３７は、前記内側カバー板４０に設けられる円形の第１孔４
５と、第１孔４５に対応して前記カバー部材３９に設けられる円形の第２孔４６とで構成
され、前記シャッター板３６は、前記第１孔４５および前記第２孔４６間に介在すること
で前記メカニカルキー挿入孔３７を閉じることになる。
【００２２】
　図７を参照して、前記シャッター板３６は、扇状に形成されるとともにその扇の要部に
対応した位置に円形の支持孔４７を有する回動基部３６ａと、前記支持孔４７の半径方向
に沿って前記回動基部３６ａから延出される連結腕部３６ｂと、前記メカニカルキー挿入
孔３７を閉じ得る形状を有して前記連結腕部３６ｂに連設される蓋部３６ｃと、この蓋部
３６ｃが前記メカニカルキー挿入孔３７を開放した状態にあるときに前記メカニカルキー
挿入孔３７を前記回動基部３６ａとの間に挟むようにして前記蓋部３６ｃから延出される
規制腕部３６ｄとを一体に有するように形成される。
【００２３】
　このシャッター板３６は、前記メカニカルキー挿入孔３７を閉じる閉じ位置と、前記メ
カニカルキー挿入孔３７を開放する開き位置（図４で示す位置）との間で作動することを
可能として前記支持孔４７に挿通される支軸４８で回動可能に支持される。
【００２４】
　前記回動基部３６ａの前記内側カバー板４０側に臨む面には、前記支持孔４７および前
記支軸４８の中心軸線を中心として円弧状に延びる係止突部４９が一体に突設され、前記
回動基部３６ａの前記カバー部材３９側に臨む面には操作軸５０が一体に突設され、この
操作軸５０を挿通させる挿通孔５１，５２が、前記支持孔４７および前記支軸４８の中心
軸線を中心とした円弧状に形成されるようにして前記カバー部材３９および前記カバーシ
ート４１に設けられる。
【００２５】
　また前記規制腕部３６ｄの先端部の前記内側カバー板４０側に臨む面には、係止凹部５
３と、その係止凹部５３から前記規制腕部３６ｄの先端側に向かうにつれて前記内側カバ
ー板４０から遠ざかるように傾斜した傾斜面５４とが形成される。
【００２６】
　前記シャッター板３６の前記閉じ位置は閉じ位置規制手段５６で規制されるものであり
、この閉じ位置規制手段５６は、前記シャッター板３６を前記閉じ位置に規制する規制状
態と、前記シャッター板３６の前記開き位置への作動を許容する規制解除状態とを切替え
可能であり、第１および第２規制部材５７，５８を備える。
【００２７】
　図８～図１０を併せて参照して、第１規制部材５７は、前記ボディ３８および前記内側
カバー板４０間に配置される平板状の回動板部５７ａと、前記内側カバー板４０に設けら
れた第１貫通孔５９を貫通して前記シャッター板３６の前記支持孔４７に挿通されるよう
にして前記回動板部５７ａに立設される前記支軸４８と、前記シャッター板３６における
前記係止突部４９の周方向一端部４９ａに当接、係合することを可能として前記回動板部
５７ａに立設される第１係合突部５７ｂと、前記支軸４８と同軸にして前記回動板部５７
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ａに直角に連設されて前記ボディ３８内に回動自在に挿入される円筒部５７ｃと、該円筒
部５７ｃの軸方向中間部から半径方向外方に突出する第１受圧突部５７ｄとを有するよう
に形成され、前記内側カバー板４０には、前記支軸４８の中心軸線まわりに第１係合突部
５７ｂが回動することを可能として第１係合突部５７ｂを挿通させる長孔６０が、前記支
軸４８の中心軸線を中心として円弧状に延びるようにして設けられる。
【００２８】
　また第２規制部材５８は、前記ボディ３８および前記内側カバー板４０間に配置される
平板状の連結板部５８ａと、前記係止凹部５３に係合することを可能としつつ前記内側カ
バー板４０に設けられた第２貫通孔６１を貫通するようにして前記連結板部５８ａの一端
部に突設される第２係合突部５８ｂと、前記支軸４８と平行に延びるようにして前記連結
板部５８ａの他端部から前記ボディ３８内に挿入される棒状部５８ｃと、該棒状部５８ｃ
から半径方向外方に突出する第２受圧突部５８ｄと有するように形成される。
【００２９】
　前記シャッター板３６は、開き方向付勢手段であるコイル状の第１ねじりばね６２で前
記開き位置側に付勢されるものであり、この第１ねじりばね６２は、前記シャッター板３
６の回動基部３６ａおよび前記内側カバー板４０間で前記支軸４８を囲繞するように配置
され、この第１ねじりばね６２の一端部６２ａは前記内側カバー板４０に係合され、第１
ねじりばね６２の他端部６２ｂは前記シャッター板３６における係止突部４９の周方向他
端部４９ｂに当接、係合される。
【００３０】
　また前記シャッター板３６には、第１ねじりばね６２よりも大きな付勢力を発揮する閉
じ方向付勢手段であるコイル状の第２ねじりばね６３で前記閉じ位置側に向けての付勢力
を及ぼすことが可能である。この第２ねじりばね６３は、その一部を前記円筒部５７ｃ内
に挿入するようにして該円筒部５７ｃおよび前記ボディ３８間に設けられており、この第
２ねじりばね６３の一端部６３ａは前記ボディ３８に係合され、第２ねじりばね６３の他
端部は、軸方向に延びて前記円筒部５７ｃの内面に形成される溝（図示せず）に係合され
る。
【００３１】
　第２ねじりばね６３は、前記第１規制部材５７の第１係合突部５７ｂが前記シャッター
板３６の係止突部４９の周方向一端部４９ａに当接した状態で前記第１規制部材５７とと
もに前記シャッター板３６を前記閉じ位置側に付勢するばね力を発揮するとともに、前記
第１規制部材５７をその回動板部５７ａが前記内側カバー板４０に近接させる方向に向け
て付勢する軸方向ばね力も発揮する。
【００３２】
　前記シャッター板３６を前記閉じ位置側に付勢する第２ねじりばね６３のばね力が、前
記シャッター板３６を前記開き位置側に付勢する第１ねじりばね６２のばね力よりも大き
いので、第１規制部材５７の第１係合突部５７ｂが前記シャッター板３６の係止突部４９
の周方向一端４９ａに当接した状態では、前記閉じ位置に在る前記シャッター板３６の前
記開き位置側への回動は規制され、前記シャッター板３６は前記閉じ位置で規制されるこ
とになる。
【００３３】
　また前記第２規制部材５８の前記棒状部５８ｃおよび前記ボディ３８間には、第１のコ
イルばね６４が縮設されており、この第１のコイルばね６４が発揮するばね力により、第
２規制部材５８は前記第２係合突部５８ｂを前記内側カバー板４０から突出させる側に付
勢されており、前記第２係合突部５８ｂが前記シャッター板３６の前記係止凹部５３に係
合することによっても前記シャッター板３６が前記閉じ位置で規制されることになる。
【００３４】
　前記閉じ位置規制手段５６による前記シャッター板３６の前記閉じ位置での規制状態は
規制状態解除手段６５によって解除し得るものであり、この規制状態解除手段６５は、前
記マグネットキー２７で解錠されるマグネット錠６６を含み、該マグネット錠６６の解錠
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状態での前記マグネットキー２７の所定の操作に応じて作動して前記閉じ位置規制手段５
６の規制状態を解除するように構成され、この実施の形態において前記マグネットキー２
７の所定の操作は押し込み操作である。
【００３５】
　ところで前記ケーシング３５の前記ボディ３８には、前記内側カバー板４０からオフセ
ットした部分で前記カバー部材３９側に開口するスライド支持孔６７が、前記支軸４８の
中心軸線と平行に延びるとともに略長方形の横断面形状を有するようにして設けられる。
このスライド支持孔６７の前記カバー部材３９と反対側の端部には、前記スライド支持孔
６７に侵入した塵埃や水を抜くために格子状に形成される受け部６８（図１２参照）が配
置され、この受け部６８は前記ボディ３８に一体に形成される。また前記カバー部材３９
には、前記スライド支持孔６７に対応して略長方形状に形成される第１のマグネットキー
挿入孔６９が設けられる。図３で示すように、前記カバー部材３９の裏面には、第１のマ
グネットキー挿入孔６９を閉じる蓋部材７０がピン７１を介して回動可能に支承されてお
り、この蓋部材７０はばね７２によって閉じ側に付勢される。
【００３６】
　図１１を併せて参照して、前記マグネット錠６６は、前記ケーシング３５の前記ボディ
３８で回動可能に支承されるロータ７４を備え、このロータ７４は、円盤部７４ａと、該
円盤部７４ａの一端から半径方向外方に張り出す鍔部７４ｂと、その鍔部７４ｂの周方向
１箇所から外側方に延びる連結腕部７４ｃと、該連結腕部７４ｃの外端から前記円盤部７
４ａと同一側に突出する第３係合突部７４ｄとを一体に有し、非磁性材料によって形成さ
れる。
【００３７】
　図１２で示すように、前記ケーシング３５の前記ボディ３８には、前記ロータ７４の前
記鍔部７４ｂおよび前記連結腕部７４ｃを回動可能に嵌合させる嵌合凹部７５と、該嵌合
凹部７５に外端を開口するとともに前記スライド支持孔６７の側面に内端を開口させて前
記ロータ７４の前記円盤部７４ａを回動可能に嵌合する円形の嵌合孔７６と、前記第３係
合突部７４ｄが挿入されるようにして前記嵌合凹部７５に外端を開口するとともに前記ス
ライド支持孔６７の側面に内端を開口させた長孔７７とが設けられており、前記長孔７７
は、前記嵌合凹部７５および前記嵌合孔７６内での前記ロータ７４の回動を許容するよう
にして該ロータ７４の回動軸線を中心とした円弧状に形成される。
【００３８】
　前記嵌合凹部７５は、図３で示すように、前記ロータ７４の前記円盤部７４ａ内に嵌合
して前記ロータ７４の回動を支持する支持突部７８ａを一体に有するとともに１つのねじ
部材７９で前記ボディ３８に締結される蓋部材７８で閉じられており、前記支持突部７８
ａの基部および前記ロータ７４間にＯリング８０が介装される。
【００３９】
　前記支持突部７８ａの先端部には、マグネットから成る複数個たとえば３個のピン８１
が前記ロータ７４における前記円盤部７４ａの一端に設けられる４つの係止凹部８２のう
ちの３つに係合する位置ならびにその係合を解除する位置間での移動を可能として摺動可
能に嵌合されており、各ピン８１は、個別に対応した第２のコイルばね８３によって前記
ロータ７４に係合する側に弾発付勢される。
【００４０】
　３つの前記ピン８１は、前記ロータ７４における前記円盤部７４ａの他端に前記マグネ
ットキー２７が対向配置されたときに、該マグネットキー２７が有する３つのマグネット
３１に対応する位置に配置されるようにして前記係止凹部８２に嵌合される。しかも前記
マグネットキー２７における前記マグネット３１の前記マグネット錠６６側の極と同一極
が係止凹部８２の内端側に配置されるようにして、前記ピン８１が配置されており、前記
ロータ７４における前記円盤部７４ａの他端に対向する位置に正規のマグネットキー２７
を配置することで第２のコイルばね８３の弾発付勢力に抗して前記ピン８１を前記ロータ
７４との係合を解除する側に移動させることができ、それによって前記ロータ７４の回動
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が許容されることになる。
【００４１】
　前記ケーシング３５における前記ボディ３８の前記スライド支持孔６７には、前記ケー
シング３５への前記マグネットキー２７の挿入に応じて該マグネットキー２７とともに移
動するスライドケース８４がスライド可能に収容される。
【００４２】
　このスライドケース８４は、有底かつ矩形の横断面形状を有する第２のマグネットキー
挿入孔８５が設けられるようにして矩形の箱状に形成されるものであり、このスライドケ
ース８４の前記第２のマグネットキー挿入孔８５には、前記蓋部材７０をあけて前記カバ
ー部材３９の第１のマグネットキー挿入孔６９から前記携帯ケース２６とともにマグネッ
トキー２７が挿入される。
【００４３】
　前記第２のマグネットキー挿入孔８５に前記マグネットキー２７とともに挿入される前
記携帯ケース２６の先端部は、前記第２のマグネットキー挿入孔８５の閉塞端壁に当接さ
れるものであり、前記携帯ケース２６とともに前記マグネットキー２７を押し込むことで
前記スライドケース８４は前記スライド支持孔６７内をスライド移動する。しかもこのス
ライドケース８４と、前記カバー部材３９と反対側の前記スライド支持孔６７の端部に設
けられる前記受け部６８との間には、第３のコイルばね８６が縮設されており、第３のコ
イルばね８６が発揮するばね力で前記スライドケース８４は前記カバー部材３９に近接す
る側にばね付勢されている。
【００４４】
　前記スライドケース８４の前記マグネット錠６６側に臨む側壁には、前記第２のマグネ
ットキー挿入孔８５に挿入されたマグネットキー２７を前記マグネット錠６６側に臨ませ
る窓８７が前記スライド支持孔６７の延出方向に沿って長い楕円形状に形成されており、
前記スライドケース８４は、前記マグネットキー２７の挿入に応じて該マグネットキー２
７とともに移動することで前記マグネット錠６６におけるロータ７４の閉塞端外面に前記
マグネットキー２７を対向させることによってマグネット錠６６を解錠する解錠位置まで
の前記マグネットキー２７の挿入操作を可能とするだけでなく、前記解錠位置から前記マ
グネットキー２７をさらに押し込むことによる押し込み位置までの移動が可能である。
【００４５】
　前記スライドケース８４には、前記マグネット錠６６の鎖錠状態では前記ロータ７４で
移動が規制されるようにしつつ該ロータ７４の第３係合突部７４ｄに係合される可動係合
部材８８が保持されており、前記スライドケース８４の前記押し込み位置側への移動に応
じて前記ロータ７４を回動駆動する側に前記可動係合部材８８を押圧する弾発力を発揮す
る第４のコイルばね８９が前記スライドケース８４および前記可動係合部材８８間に設け
られる。
【００４６】
　前記可動係合部材８８は、前記第３係合腕部７４ｄを係合させる係止溝９０を有して前
記ロータ７４の前記連結腕部７４ｃ側に開放した略Ｃ字状に形成される。また前記スライ
ドケース８４には、前記第２規制部材５８側ならびに前記ロータ７４の前記第３係合腕部
７４ｄ側を開口させた収容孔９１が、前記スライド支持孔６７の延出方向両端を閉じるよ
うにして設けられており、前記可動係合部材８８は該収容孔９１内に収容され、この収容
孔９１内に収容される前記第４のコイルばね８９が、前記スライドケース８４および前記
可動係合部材８８間に縮設される。
【００４７】
　前記マグネットキー２７および前記スライドケース８４を前記解錠位置からさらに押し
込むと、スライドケース８４の移動による押圧力が第４のコイルばね８９および前記可動
係合部材８８を介して前記ロータ７４の連結腕部７４ｃに伝達され、マグネット錠６６が
解錠状態にあることで回動可能な状態にある前記ロータ７４が、前記可動係合部材８８の
移動に応じて回動する。
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【００４８】
　また前記スライドケース８４には、前記第１規制部材５７の前記円筒部５７ｃに設けら
れた第１受圧突部５７ｄに前記回動基部３６ａ側から係合し得る第１押圧突部８４ａが突
設されており、前記マグネットキー２７で前記スライドケース８４を押し込むのに応じて
、第１受圧突部５７ｄに第１押圧突部８４ａを係合させた前記スライドケース８４が、前
記解錠位置からさらに押し込まれると、第２ねじりばね６３の軸方向弾発力に抗して前記
第１規制部材５７が押し下げられることで、第１規制部材５７の第１係合突部５７ｂが、
前記シャッター板３６の係止突部４９との係合を解除する位置まで移動することになり、
シャッター板３６を閉じ位置で規制する第１規制部材５７の規制が解除される。この際、
第１規制部材５７の前記支軸４８が前記シャッター板３６の前記支持孔４７から離脱する
ことはなく、シャッター板３６の前記支軸４８による回動支持は維持される。
【００４９】
　また前記可動係合部材８８には、第２規制部材５８の前記棒状部５８ｃに設けられた第
２受圧突部５８ｄに前記連結板部５８ａ側から係合し得る第２押圧突部８８ａが、前記係
止溝９０と反対側で前記可動係合部材８８から突出するようにして設けられており、前記
マグネットキー２７で前記スライドケース８４を押し込むのに応じて、第２受圧突部５８
ｄに第２押圧突部８８ａを係合させた前記スライドケース８４が、前記解錠位置からさら
に押し込まれると、第２規制部材５８の第２係合突部５８ｂが、前記シャッター板３６の
係止凹部５３との係合を解除する位置まで移動することになり、シャッター板３６を閉じ
位置で規制する第２規制部材５８の規制も解除される。なおマグネット錠６６が解錠され
ないままで前記スライドケース８４を異種キーや不正部材で無理やり押し込むと、スライ
ドケース８４の移動に応じて第１規制部材５７による前記シャッター板３６の閉じ位置で
の規制は解除されるが、マグネット錠６６の前記ロータ７４が回動することはなく、前記
可動係合部材８８の移動も阻止されているので、前記スライドケース８４は第４のコイル
ばね８９を圧縮しつつスライドすることになり、第２規制部材５８による前記シャッター
板３６の閉じ位置での規制が解除されることはなく、シャッター板３６は閉じ位置で規制
されたままである。
【００５０】
　すなわち前記規制状態解除手段６５は、前記マグネット錠６６と、前記スライドケース
８４と、前記可動係合部材８８と、前記第３および第４のコイルばね８６，８９とで構成
される。
【００５１】
　前記シャッター板３６を前記閉じ位置に規制した前記閉じ位置規制手段５６の規制状態
が、上述の規制状態解除手段６５で解除された状態で前記シャッター板３６には第２ねじ
りばね６３のばね力は作用しておらず、前記シャッター板３６は、図６で示したように、
第１ねじりばね６２のばね力で開き位置側に自動的に回動する。
【００５２】
　この際、シャッター板３６の係止突部４９は第１規制部材５７の第１係合突部５７ｂに
、前記支軸４８の軸線に沿う方向で近接、対向する位置となり、前記スライドケース８４
からマグネットキー２７を抜き取ることで、前記スライドケース８４が第３のコイルばね
８６のばね力で元の位置に戻ることによって第１押圧突部８４ａから第１受圧突部５７ｄ
に作用していた押圧力が解除されても、シャッター板３６の係止突部４９に前記第１係合
突部５７ｂが軸方向で当接することにより、第１規制部材５７は押し下げられたままであ
る。また前記第２規制部材５８は、第２押圧突部８８ａから第２受圧突部５８ｄに作用し
ていた押圧力の解除によって元の位置まで第１のコイルばね６４のばね力で復帰する。
【００５３】
　第２ねじりばね６３から前記シャッター板３６への付勢力伝達は、閉じ位置側付勢力制
御手段９４によって制御されるものであり、この閉じ位置側付勢力制御手段９４は、少な
くとも前記シャッター板３６の前記閉じ位置から前記開き位置への作動時には第１ねじり
ばね６２の機能を停止するとともに、前記シャッター板３６が開き位置にある状態での前
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記メカニカルキー２５の所定回動位置での前記メカニカルキー挿入孔３７からの引き抜き
操作に応じて第２ねじりばね６３の付勢力を前記シャッター板３６に作用させる。
【００５４】
　図６に注目して、前記閉じ位置側付勢力制御手段９４は、前記ボディ３８および前記内
側カバー板４０間に回動可能に収容される円板状のカムプレート９５と、該カムプレート
９５の周方向で第１および第２規制部材５７，５８間に配置されるようにして前記カムプ
レート９５の外側方に配置されるレバー部材９６と、前記カムプレート９５の半径方向に
摺動することを可能としてカムプレート９５に嵌合されるプッシュプレート９７と、前記
カムプレート９５がロック位置に対応した回動位置にあるときに前記プッシュプレート９
７に当接するようにした従動駒９８と、該従動駒９８に連結されるスライド部材９９とを
備える。
【００５５】
　前記カムプレート９５は、前記シリンダ錠２２のインナシリンダ（図示せず）に相対回
動不能に連結されるものであり、円盤部９５ａと、該円盤部９５ａの前記ボディ３８側の
端部から半径方向外方に張り出す鍔部９５ｂとを一体に有するように形成される。しかも
前記第１規制部材５７の前記回動板部５７ａは、前記鍔部９５ｂおよび前記内側カバー板
４０間に配置される。
【００５６】
　前記レバー部材９６は、その一端部９６ａを前記カムプレート９５における鍔部９５ｂ
の外周に当接させることを可能とするとともに他端部９６ｂを前記第１規制部材５７にお
ける回動板部５７ａに当接させるようにして前記支軸４８と平行なピン１００で前記ボデ
ィ３８に回動可能に支承され、前記ピン１００は前記レバー部材９６に一体に形成される
。前記鍔部９５ｂの外周には、前記カムプレート９５がロック位置に対応する回動位置に
あるときに前記レバー部材９６の一端部を収容する凹部１０１が形成され、前記カムプレ
ート９５が前記ロック位置から前記オフ位置または前記オン位置に回動すると、前記レバ
ー部材９６の一端部９６ａを前記凹部１０１から離脱させて前記鍔部９５ｂの外周に摺接
させるように回動することになる。また前記レバー部材９６の他端部９６ｂは、第２ねじ
りばね６３の付勢力による前記第１規制部材５７の回動方向に対向するようにして前記第
１規制部材５７の前記回動板部５７ａに当接する。
【００５７】
　前記カムプレート９５の中央部には、メカニカルキー挿入孔３７に対応した矩形の透孔
１０２が横断面形状を矩形として形成されるとともに、内端を前記透孔１０２に開口させ
るとともに外端を前記円盤部９５ａの外周に開口させた嵌合溝１０３がカムプレート９５
の半径方向に延びるようにして設けられており、前記プッシュプレート９７は前記嵌合溝
１０３に摺動可能に嵌合され、一対のばね１０４が、前記透孔１０２を閉鎖する側すなわ
ち前記カムプレート９５の半径方向内方に前記プッシュプレート９７を付勢するようにし
て前記カムプレート９５および前記プッシュプレート９７間に設けられる。
【００５８】
　前記プッシュプレート９７の内端部は前記透孔１０２を塞ぎ得るように形成され、前記
プッシュプレート９７の外端部は前記カムプレート９５における前記円盤部９５ａの外周
と同一曲率の円弧状に形成される。このプッシュプレート９７の内端部が前記透孔１０２
を塞ぐ位置にあるときにはプッシュプレート９７の外端部は前記円盤部９５ａの外周より
も内方位置に在り、前記プッシュプレート９７の内端部が前記透孔１０２を開放する位置
にあるときには該プッシュプレート９７の外端部は前記円盤部９５ａの外周に面一に連な
る位置にある。
【００５９】
　図１３を併せて参照して、前記従動駒９８は、前記カムプレート９５に関して前記第２
規制部材５８と反対側に配置されるものであり、一端部に連結ピン９８ａを有して前記カ
ムプレート９５の外周に沿って延びるとともに前記カムプレート９５の前記鍔部９５ｂに
一部を重ねることを可能とした従動駒主部９８ｂと、その従動駒主部９８ｂの他端部から
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カムプレート９５の前記円盤部９５ａ側に延びる嵌合部９８ｃと、前記鍔部９５ｂの外方
に配置されるようにして前記従動駒主部９８ｂの他端部に連結される短円柱部９８ｄとを
一体に有し、前記従動駒主部９８ｂの前記嵌合部９８ｃとは反対側の側面にばね係止凹部
１０５が形成される。
【００６０】
　前記嵌合部９８ｃの先端部は前記カムプレート９５における前記円盤部９５ａの外周に
当接可能であり、前記カムプレート９５がロック位置にあるときに、前記嵌合部９８ｃの
先端部は前記プッシュプレート９７の外端部に当接する。
【００６１】
　しかも前記ボディ３８に設けられた横断面円形の支持突部１０６を囲繞するとともに一
端部１０７ａが前記ボディ３８に係合される第３ねじりばね１０７の他端部１０７ｂが、
その一部を前記ばね係止凹部１０５に収容することを可能として前記従動駒９８の他端部
の短円柱部９８ｄに当接、係合されており、この第３ねじりばね１０７が発揮するばね力
は、前記従動駒９８の前記嵌合部９８ｃを前記カムプレート９５の円盤部９５ａの外周に
押しつける方向ならびに前記従動駒９８を前記第１規制部材５７側に押圧する方向で前記
従動駒９８に作用する。前記プッシュプレート９７の移動ならびに前記カムプレート９５
の回動に伴う前記従動駒９８の移動をガイドするために、前記ボディ３８には、前記従動
駒９８における前記短円柱部９８ｄの先端部を嵌合させるガイド凹部１０９が形成される
。
【００６２】
　前記スライド部材９９は、前記従動駒９８および前記第１規制部材５７間に配置され、
前記第１規制部材５７に対する近接、離反方向でスライドすることを可能として前記ボデ
ィ３８に支持されており、前記従動駒９８の前記連結ピン９８ａを回動可能に嵌合する有
底の嵌合孔１０８が前記スライド部材９９に設けられる。
【００６３】
　このスライド部材９９の前記第１規制部材５７側の端部には、前記第１規制部材５７の
前記回動板部５７ａに、前記第１規制部材５７に対する前記第２ねじりばね６３による回
動付勢方向と同一方向から当接し得る当接部９９ａが、前記カムプレート９５の前記鍔部
９５ｂに軸方向で重なることを可能として一体に設けられる。
【００６４】
　図６で示すように、前記シャッター板３６が開き位置にあって前記カムプレート９５が
ロック位置にあるときには、前記レバー部材９６の一端部９６ａは前記カムプレート９５
における前記鍔部９５ｂの外周の前記凹部１０１に収容されており、前記従動駒９８は、
前記透孔１０２を閉じた位置にある前記プッシュプレート９７の外端部に前記嵌合部９８
ｃを当接させた状態にあり、第１規制部材５７の第１係合突部５７ｂは前記シャッター板
３６の前記係止突部４９に前記支軸４８の軸線に沿う方向で当接した状態にある。この状
態で、図１４で示すように、前記メカニカルキー挿入孔３７および前記透孔１０２にメカ
ニカルキー２５を挿入すると、前記プッシュプレート９７と、該プッシュプレート９７の
外端部に嵌合部９８ｃを当接させた前記従動駒９８とが、前記プッシュプレート９７を付
勢する前記ばね１０４のばね力に抗して前記カムプレート９５の半径方向外方に押し出さ
れ、それによって前記スライド部材９９が第１規制部材５７に近接する側にスライド作動
する。
【００６５】
　前記メカニカルキー２５をロック位置からオフ位置に回動操作すると、図１５で示すよ
うに、前記レバー部材９６が、その一端部９６ａを前記カムプレート９５の前記鍔部９５
ｂの前記凹部１０１から離脱させて前記鍔部９５ｂの外周に摺接させる位置に回動し、前
記レバー部材９６の他端部９６ｂが、前記第１規制部材５７の前記回動板部５７ａを図１
５の反時計方向に回動させることになる。これによって第１規制部材５７が、その第１係
合突部５７ｂを前記シャッター板３６における前記係止突部４９の周方向一端部４９ａに
当接、係合させ得る位置であって前記支軸４８の周方向で前記スライドケース８４の第１
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押圧突部８４ａから第１受圧突部５７ｄをずらせた位置に回動することになり、前記ロッ
ク位置において第１係合突部５７ｂが前記シャッター板３６の前記係止突部４９に当接し
ていた状態が解除されるのに応じて、図１６で示すように、第１規制部材５７が第２ねじ
りばね６３の軸方向弾発力で前記回動板部５７ａを前記シャッター板３６に近接させる方
向に移動し、第１係合突部５７ｂが第１係止突部４９の周方向一端部４９ａに前記支軸４
８の周方向で近接、対向し、さらに第２ねじりばね６３のばね力で、第１係止突部４９の
周方向一端部に当接、係合することになる。
【００６６】
　この際、第１規制部材５７の回動が許容されていれば、第１規制部材５７から前記シャ
ッター板３６に作用する第２ねじりばね６３のばね力で前記シャッター板３６は閉じ位置
側に回動付勢されるが、第１規制部材５７の回動は前記レバー部材９６および前記スライ
ド部材９９によって阻止される。すなわちオフ位置で前記レバー部材９６によって前記第
１規制部材５７の前記回動板部５７ａが図１５の反時計方向に回動する際に、該回動板部
５７ａは、その一部が前記スライド部材９９の先端の前記当接部９９ａと、前記カムプレ
ート９５における鍔部９５ｂとの間を通過するように回動するものであり、第１規制部材
５７が第２ねじりばね６３の軸方向弾発力で前記回動板部５７ａを前記シャッター板３６
に近接させる方向に移動することで、前記当接部９９ａが、図１５で示すように、第２ね
じりばね６３のばね力による第１規制部材５７の回動付勢方向に対向するようにして前記
回動板部５７ａに当接し、第１規制部材５７の回動は阻止されている。また前記レバー部
材９６の他端部９６ｂは前記第１規制部材５７の前記回動板部５７ａに当接したままであ
り、このレバー部材９６の一端部９６ａは前記カムプレート９５における前記鍔部９５ｂ
の外周に当接しているので、このレバー部材９６によっても第１規制部材５７の回動は阻
止される。
【００６７】
　前記メカニカルキー２５をオン位置まで回動すると、前記カムプレート９５は図１７で
示す位置まで回動するが、前記レバー部材９６、前記従動駒９８、前記スライド部材９９
は、図１５および図１６で示したオフ位置の状態と変化することはなく、第１規制部材５
７も回動することはない。
【００６８】
　前記メカニカルキー２５をロック位置まで戻してメカニカルキー２５を引き抜くと、図
１８で示すように、前記カムプレート９５のプッシュプレート９７が前記透孔１０２を閉
じる位置に戻るので、前記従動駒９８を介して前記スライド部材９９が第１規制部材５７
との係合を解除する位置まで戻り、また前記カムプレート９５における前記鍔部９５ｂの
外周の凹部１０１が前記レバー部材９６の一端部９６ａに対応する位置となるので、第１
規制部材５７は、前記レバー部材９６をその一端部９６ａが前記凹部１０１に収容される
ように回動駆動することができ、それによって前記シャッター板３６が、第２ねじりばね
６３のばね力から第１ねじりばね６２のばね力を減算したばね力で前記閉じ位置に自動的
に回動することになり、このシャッター板３６への閉じ位置への回動によって該シャッタ
ー板３６の前記規制腕部３６ｄの先端部の傾斜面５４は、第２規制部材５８の第２係合突
部５８ｂに当接して第２規制部材５８を第１のコイルばね６４の付勢力に抗して押し下げ
、前記規制腕部３６ｄの先端部の前記係止凹部５３に第２規制部材５８の第２係合突部５
８ｂが係合することになる。
【００６９】
　すなわち閉じ位置側付勢力制御手段９４は、前記シャッター板３６の前記閉じ位置から
前記開き位置への作動時には第１ねじりばね６２の機能を停止し、前記シャッター板３６
が開き位置にある状態での前記メカニカルキー２５のロック位置での前記メカニカルキー
挿入孔３７からの引き抜き操作に応じて第１ねじりばね６２の付勢力を前記シャッター板
３６に作用させることになる。
【００７０】
　ところでメカニカルキー２５をオフ位置でメカニカルキー挿入孔３７から引き抜くこと
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もあり、この場合、前記閉じ位置側付勢力制御手段９４は第２ねじりばね６３の付勢力を
前記シャッター板３６に作用させることはないので、オフ位置で前記シャッター板３６が
閉じ位置側に自動的に回動することはない。そこで前記操作軸５０の前記ケーシング３５
からの突出部を回動操作することで、前記シャッター板３６を閉じ位置に回動することは
可能であるが、この際、第１規制部材５７は、前記スライド部材９９および前記レバー部
材９６で回動が阻止された状態にあるので、前記シャッター板３６は第１規制部材５７を
置き去りにしたままで回動することになり、前記シャッター板３６の閉じ位置は、その係
止凹部５３に前記第２規制部材５８の第２係合突部５８ｂが係合することで規制される。
またシャッター板３６を開く際には、前記スライドケース８４に前記マグネットキー２７
を挿入して押し下げればよく、第２規制部材５８が押し下げられることで前記係止凹部５
３から第２係合突部５８ｂが離脱して第２規制部材５８による前記シャッター板３６の閉
じ位置での規制が解除され、前記シャッター板３６には第２ねじりばね６３のばね力は作
用していないので、前記シャッター板３６は第１ねじりばね６２のばね力で開き位置に自
動的に回動することになる。
【００７１】
　次にこの実施の形態の形態の作用について説明すると、シリンダ錠２２のシリンダボデ
ィ２３に取付けられる保護装置２４は、シャッター板３６を閉じ位置に規制する規制状態
ならびに前記シャッター板３６の前記開き位置への作動を許容する規制解除状態を切替え
可能とした閉じ位置規制手段５６と、その閉じ位置規制手段５６の規制状態を解除して規
制解除状態とし得る規制状態解除手段６５と、前記シャッター板３６を前記開き位置側に
付勢する第１ねじりばね６２と、第１ねじりばね６２よりも大きな付勢力で前記シャッタ
ー板３６に前記閉じ位置側に付勢することを可能とした第２ねじりばね６３と、少なくと
も前記シャッター板３６の前記閉じ位置から前記開き位置への作動時には前記第２ねじり
ばね６３の機能を停止するとともに前記メカニカルキー２５の所定回動位置（ロック位置
）でのメカニカルキー挿入孔３７からの引き抜き操作に応じて前記第２ねじりばね６３か
ら前記シャッター板３６に付勢力が作用するようにして前記第２ねじりばね６３から前記
シャッター板３６への付勢力伝達を制御する閉じ位置側付勢力制御手段９４とを備えてい
る。
【００７２】
　したがって前記規制状態解除手段６５が前記閉じ位置規制手段５６による規制状態を解
除すると、シャッター板３６の閉じ位置から開き位置への作動時に閉じ位置側付勢力制御
手段９４によって第２ねじりばね６３の機能は停止されることで、前記シャッター板３６
は、第１ねじりばね６２から加わる付勢力で閉じ位置から開き位置に自動的に回動する。
また前記シャッター板３６が開き位置となった状態でメカニカルキー挿入孔３７からシリ
ンダ錠２２側に挿入したメカニカルキー２５をロック位置でメカニカルキー挿入孔３７か
ら引き抜くと、閉じ位置側付勢力制御手段９４が、第１ねじりばね６２よりも大きなばね
付勢力を発揮する第２ねじりばね６３からシャッター板３６に付勢力を及ぼすことを許容
することによって、第２ねじりばね６３からの付勢力がシャッター板３６に及ぶことでシ
ャッター板３６が閉じ位置に自動的に回動することになり、シャッター板３６が閉じ位置
および開き位置間で自動的に動くようにして操作性を高めることができる。
【００７３】
　また前記規制状態解除手段６５が、マグネットキー２７で解錠されるマグネット錠６６
を含むとともに、解錠状態での前記マグネットキー２７の所定の操作（押し込み操作）に
応じて作動して前記閉じ位置規制手段５６の規制状態を解除するように構成されるので、
マグネットキー２７を用いた簡単な操作で閉じ位置規制手段５６の規制状態を解除するこ
とができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
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【符号の説明】
【００７５】
２２・・・シリンダ錠
２４・・・保護装置
２５・・・メカニカルキー
２７・・・マグネットキー
３５・・・ケーシング
３６・・・シャッター板
３７・・・メカニカルキー挿入孔
５６・・・閉じ位置規制手段
６２・・・開き方向付勢手段である第１ねじりばね
６３・・・閉じ方向付勢手段である第２ねじりばね
６５・・・規制状態解除手段
６６・・・マグネット錠
９４・・・閉じ位置側付勢力制御手段

【図１】 【図２】
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